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横浜ハウス株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

 当社は本日 2020 年５月 21 日開催の取締役会において、横浜ハウス株式会社の株式を取得し、子会

社化することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、本件は東京証券取引所における適時開示基準には該当しないため、開示事項・内容を一部省略し

ております。 

  

記  

 

１．株式の取得の理由・目的 

  当社グループは、「アフターサービスプラットフォーマー」として、保証・アフターサービス業務

代行・CRM 支援などを通じて住宅事業者を中心に、経営効率化・新商流形成の支援を行っております。

一方、横浜ハウス株式会社は、住宅建設・リフォーム工事を専門に扱う企業で、主に横浜市を中心に

お客様から確かな実績と信頼を築いてまいりました。この度、当社が経営戦略として重点を置く「住

宅関連リアルサービス提供体制の強化」を目的に、同社の株式を取得し、完全子会社化することで、

当社グループの事業基盤の更なる充実を図るものであります。 

 

２．異動する子会社（横浜ハウス株式会社）の概要 

（１）名称 横浜ハウス株式会社 

（２）所在地 神奈川県横浜市磯子区杉田八丁目 52 番 11 号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 徳丸勝秋 

（４）事業内容 戸建住宅・マンション・店舗等の全リフォーム工事の請負等 

（５）資本金 10,000 千円 

（６）設立年月日 2004 年 7 月 30 日 

（７）当事会社間の関係 資本関係 該当事項はありません 

人的関係 該当事項はありません 

取引関係 該当事項はありません 

（８）決算期 8 月末 



 

 

３．取得株式数及び取得前後の所有株式の状況 

（１）移動前の所有株式数 0 株（議決権の数 0 個） 

  （議決権の所有割合 0％） 

（２）取得株式数 200 株 

（３）取得価額 非開示 

なお、取得価額につきましては、株式価値評価（DCF 法

等の手法によるもの）を実施し、これらの結果に基づ

き、相手先との協議の上決定しております。 

（４）移動後の所有株式数 200 株(議決権の数 200 個) 

  （議決権所有割合 100％） 

 

４．日程 

（１）取締役会決議日 2020 年 5 月 21 日 

（２）株式譲渡実行日 2020 年 7 月 １日（予定） 

 

５．今後の見通し 

 本件株式取得により、2020 年 6 月期の連結業績に与える影響はないものと見込んでおりますが、今

後開示すべき事象が生じた際は速やかに開示いたします。なお、横浜ハウス株式会社は 2021 年 6 月期

より当社グループの連結子会社となり、当社グループの業績向上に資するものと考えております。 

 

以 上 


